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○関西大学大学院学生留学規程施行細則 

昭和62年３月27日 

制定 

（派遣留学生の募集及び選考） 

第１条 派遣留学生の募集及び選考は、国際部が立案し、実施する。 

２ 選考は、書類審査及び面接試験（外国語試験を含む。）による。 

３ 国際部は、選考した派遣留学候補者を当該研究科委員会に報告する。 

４ 当該研究科委員会は、派遣留学生を決定し、学長に推薦する。 

５ 学長は、派遣留学生を派遣先に通知し、受入れの応諾を得て派遣する。 

（留学の手続） 

第２条 派遣留学を希望する者は、指導教員の承認を得た上、留学願を国際部を通じて、当

該研究科長に提出しなければならない。 

２ 認定留学を希望する者は、留学願に原則として履修する授業科目及び当該科目を開設す

る大学又は大学院の概要に関する資料を添付し、指導教員の承認を得た上、国際部を通じ

て、当該研究科長に提出しなければならない。 

３ 派遣留学生及び認定留学生は、当該研究科委員会が指定する留学の準備及び必要な手続

を行わなければならない。 

（出国準備） 

第３条 派遣留学生は、国際部が行う留学の準備に関するオリエンテーションを受け、留学

に必要な手続を行わなければならない。 

（学習状況報告書） 

第４条 派遣留学生及び認定留学生は、留学期間中、３カ月ごとに所定の学習状況報告書を

国際部を通じて、当該研究科長に提出しなければならない。 

（帰国届の提出） 

第５条 派遣留学生及び認定留学生は、定められた期間内に帰国し、帰国後速やかに所定の

帰国届及び単位認定願を国際部を通じて、当該研究科長に提出しなければならない。 

２ 派遣留学生及び認定留学生は、定められた期間内に帰国できないときは、あらかじめ帰

国変更届を国際部を通じて、当該研究科長に提出しなければならない。 

（学費の取扱い） 

第６条 留学中の学費の取扱いは、次に定めるとおりとする。 

(１) 派遣留学生に対しては、留学する大学又は大学院に納入すべき学費等を本学が負担

する。 

(２) 認定留学生に対しては、学校法人関西大学学費規程（以下「学費規程」という。）

の定めにより派遣学期の授業料、教育充実費及び実験実習料を全額減免する。ただし、



 2 / 2 

 

学期ごとに認定留学在籍料を本学に納入するものとし、その額は学費規程に定める。 

附 則 

この施行細則は、昭和62年４月１日から施行する。 

（省略） 

附 則 

この施行細則（改正）は、2019年10月１日から施行する。 

 


